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議
院
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員
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出
戦
没
者
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遺
族
に
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す
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に
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し
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衆
議
院
議
員
上
村
英
明
君
提
出
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
死
因
」
に
つ
い
て
は
、
「
戸
籍
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
諸
届
」
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
死
亡
の
届
出
と
解
す
れ
ば
、
当
該
届
出
を
す
る
際
に
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
「
届
書
」
に
は
、
「
死
亡
の

年
月
日
時
分
及
び
場
所
」
等
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
診
断
書
又
は
検
案
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
当
該

診
断
書
又
は
検
案
書
に
つ
い
て
は
、
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
「
死
因
」
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
時
期
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府

と
し
て
当
該
記
載
の
内
容
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
調
査
す
る
こ
と
は
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
困
難
で

あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

「
国
は
ど
の
よ
う
な
形
で
追
悼
の
意
を
具
体
的
に
表
し
て
き
た
か
。
ま
た
、
追
悼
の
意
は
ど
の
よ
う
な
文
言
で
表
さ
れ
て

き
た
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
政
府
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
空
襲
の
犠
牲
と
な
っ
た
多
数
の
民
間
人
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（
中
略
）
な
ど
」
も
含
め
、
今
次
の
大
戦
に
お
け
る
全
戦
没
者
に
対
し
、
国
を
挙
げ
て
追
悼
の
誠
を
さ
さ
げ
る
た
め
、
毎
年

八
月
十
五
日
に
政
府
主
催
に
よ
り
全
国
戦
没
者
追
悼
式
を
実
施
し
、
そ
の
時
々
の
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、
御
指
摘
の
「
追
悼

の
意
」
を
表
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
直
近
で
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
た
令
和
七
年
全
国
戦
没
者

追
悼
式
に
お
い
て
、
石
破
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が
「
祖
国
の
行
く
末
を
案
じ
、
家
族
の
幸
せ
を
願
い
な
が
ら
、
戦
場
に

斃
れ
た
方
々
。
広
島
と
長
崎
で
の
原
爆
投
下
、
各
都
市
へ
の
空
襲
並
び
に
艦
砲
射
撃
、
沖
縄
で
の
地
上
戦
な
ど
に
よ
り
犠
牲

と
な
ら
れ
た
方
々
。
戦
後
、
遠
い
異
郷
の
地
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
。
今
、
す
べ
て
の
御
霊
の
御
前
に
あ
っ
て
、
御
霊
安
か

れ
と
、
心
よ
り
、
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
」
と
式
辞
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
「
そ
れ
ら
の
追
悼
の
意
は
、
犠
牲
者
・
遺
族
に
充
分
届
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
、
「
充
分
届
い
て
い
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
「
犠
牲
者
・
遺
族
」

の
事
情
等
は
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
「
追
悼
の
意
」
を

表
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
例
え
ば
、
「
追
悼
の
意
」
を
表
す
る
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
「
犠
牲
者
・

遺
族
」
の
参
列
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
二
年
か
ら
、
毎
年
、
都
道
府
県
ご
と
に
選
出
さ
れ
る
一
般
戦
災
死
没

者
（
今
次
の
大
戦
に
よ
る
本
邦
に
お
け
る
空
襲
そ
の
他
の
災
害
の
た
め
死
亡
し
た
者
を
い
う
。
）
の
遺
族
の
代
表
に
対
し
、
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全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列
す
る
た
め
の
旅
費
を
支
給
す
る
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
元
軍
人
・
軍
属
に
支
給
さ
れ
た
恩
給
の
総
額
と
支
給
さ
れ
た
元
軍
人
・
軍
属
の
総
数
」
に
つ
い
て
、
令
和
二

年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
過
去
五
年
間
の
期
間
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
七
年
五
月
十
六
日
内
閣
衆

質
二
一
七
第
一
七
三
号
）
二
の
５
に
つ
い
て
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
元
軍
人
・
軍
属
（
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
軍
人
、
旧
準
軍
人
及
び
旧
軍
属
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
「
支
給
さ
れ
た
恩
給
の
総
額
」
は
約
二
百
億
円
、
当
該
恩
給
を
「
支
給
さ
れ
た
元
軍
人
・
軍
属
の
総
数
」
は
延
べ

約
九
万
人
と
お
答
え
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
総
務
省
が
恩
給
の
支
給
事
務
に
お
い
て
用
い
て
い
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
保
存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
基
に
元
軍
人
・
軍
属
を
特
定
し
、
算
出
し
て
お
示
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
、
当

該
デ
ー
タ
の
行
政
文
書
と
し
て
の
保
存
期
間
で
あ
る
過
去
五
年
間
の
期
間
の
も
の
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
以
前
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
の
保
存
期
間
が
満
了
し
て
い
る
も
の
等
が
あ
る
た
め
、
元
軍
人
・
軍
属
を

特
定
し
、
お
尋
ね
の
「
昭
和
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
」
の
期
間
の
も
の
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
「
昭
和
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
」
の
期
間
の
毎
年
度
の
決
算
に
よ
れ
ば
、
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
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律
第
四
十
八
号
）
等
に
基
づ
き
、
元
軍
人
・
軍
属
を
含
む
全
て
の
受
給
者
に
対
し
て
「
支
給
さ
れ
た
恩
給
の
総
額
」
は
約
五

十
六
兆
七
千
億
円
で
あ
る
が
、
「
支
給
さ
れ
た
」
全
て
の
受
給
者
の
「
総
数
」
は
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
の
保
存
期
間
が
満
了

し
て
い
る
も
の
等
が
あ
る
た
め
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


